
福島自立更生促進センターに関する 

地域懇談会第２回会合議事録 

 
 

１ 開催日時  平成２１年１１月１９日（木） 

午前９時３０分から午前１１時５０分まで 

 

２ 開催場所  更生保護施設 至道会，福島自立更生促進センター 

 

３ 出 席 者    （順不同） 

（１）委員 

   伏 見 貞 俊 

   田 中 義 一 

 栗 原 清一郎 

 吉 成 健 二 

 熊 坂 良 太 

 浪 岡 真 澄 

 太 田 義 子 

      五十嵐 裕 治 

 尾 形 哲 夫 

  生 島  浩 

      須 藤 善 三 

      二文字屋 昇 

  渡 辺 祥 文 

      佐 藤 喜市郎   以上 １４ 名 

  （２） オブザーバー 

       福島県生活環境部 

       福島市健康福祉部 

       福島警察署生活安全課 

（３） 事務局 

     法務省保護局 

     東北地方更生保護委員会 

     福島保護観察所 

（４） 参考人 

更生保護施設 至道会 菅野辰夫施設長 

 

４ 地域懇談会議事の内容 

別紙のとおり。 
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「福島自立更生促進センターに関する地域懇談会」第２回会合 

日時：平成 21 年 11 月 19 日（木） 

   午前 9時 30 分～11 時 50 分 

場所：至道会 

福島自立更生促進センター 

１ 至道会視察 

 民間の更生保護施設である至道会を視察するため，当庁に来庁した委員，オブザーバー

が逐次，タクシーで至道会に移動し視察した。 

至道会において「更生保護施設 至道会」パンフレット及び「保護状況」が参考資料と

して配付された。 

 

２ 福島自立更生促進センター視察 

 各委員が至道会から当庁に戻り，敷地内の福島自立更生促進センターを視察した。 

 

３ 意見交換 

 視察終了後，福島自立更生促進センター内の「教室」にて意見交換を実施した。 

内容については別添「意見交換」のとおり。 

 

４ 閉会，次回日程等 

 次回は１２月１０日，１１日の開催が濃厚であるが，追って各委員に打診することとし

た。 
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意見交換 

 （内容） 

座  長 皆さんお疲れさまでした。寒い中，本当に御苦労様です。そして前回と

今回と，午前中の皆さんに負担をかけての会となっております。これか

ら意見交換にいきたいと思います。皆さん，忌憚のない御意見をいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 では早速ですが，今，至道会のほうを見ていただきました。センター

の方も見学させていただきましたが，その中で皆さんのほうから質問を

先にお受けしたいと思います。質問のある方は挙手にてお願いしたいと

思います。 

Ａ委員  施設長さんにお伺いしたいのですが，しおりの中の内容の一番先に書

いてある受け入れ準備の中で，申請のあったものの中から受け入れる方

を選別されるようなお話しをしましたけれども，その選別される条件と

いいますか，どのような基準で，この方は受け入れる，この方は受け入

れないということをなさっているのか，その基準についてお伺いしたい

のですが。 

至道会施設長  働けることがまず一つです。あとは集団生活に馴染めるのか，後は更

生意欲があるかないかです。当然，人によって性格も全然違いますので，

本人と会って聞き取りながら選別していきます。 

Ａ委員  具体的に，この方はどうかというふうに判断される場合の内容，例え

ば集団生活に馴染めないと判断される内容として，例えば暴力行為がど

うのとか，そういう具体的なものがあると思いますが，そういったもの

についてはどんな感じでしょうか。 

至道会施設長  やはり，自己中心的だとか，そういった方たちは，集団の中ではなか

なか周りとうまくいかないということで，そういった方たちは受け入れ

はちょっと拒否します。 

Ａ委員  続いてもう一つお伺いしたいのですが，その中にいわゆる薬物依存者

とか，そういった者については一切申請もないのですか。 

至道会施設長  そんなことはありません。それはあります。 

Ａ委員  そういう方については，どんな取り扱いなのですか。 

至道会施設長  ただ犯罪だけを見て拒否ではなくて，そこに至った経緯とか，そうい

ったものを見極めながら，再犯とかですね，依存傾向とかがあれば，そ

ういった人たちは遠慮してもらう。うちの方ではそういった形で進めて

います。 

Ａ委員  わかりました。ありがとうございました。 

座  長  そのほか質問がありましたら。 

Ｂ委員  まず，いつも更生保護の活動，御苦労さまです。前回も言いましたと

おり，我々，一応この場所でのこの施設の運営には反対だということで

はありますが，この活動を通してまいりましたので，更生保護自体の意

味合いというのは非常によく理解しているつもりでございます。その
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辺，間違えないように，我々は更生保護に反対なのではなくて，今の時

代に合ったやり方というのをもっと模索するべきなのではないかとい

う話をしているということを御理解いただいて意見交換ができればと

思いますので，よろしくお願いします。 

 先ほどのお話ですが，この施設のお話が持ち上がった初期のころ，特

に一番問題になった点というのは，性犯罪者であるとか，薬物であると

か，あとは暴力で刑務所に不幸にも入ることになってしまった人たちへ

の対応ということだったのですが，やはり現実的に考えて，そういった

方たちが，民間の施設に受け入れられないからこちらの方で受け入れら

れるような体制を整えたいということだったのですけれども，僕らにし

てみれば，その辺がどれだけ難しいものなのかということがよくわから

ないのです。そういった特別な問題を抱えた人たちというのはどうなの

ですか。やはり，集団生活を行っていく上で問題が生じたりする部分が

出てくるのでしょうか。 

至道会施設長  そうですね。民間で受け入れないというのは，やはり専門的処遇が民

間の施設では力不足というか，そういった面もありますので，センター

で専門的な処遇を受けて，社会復帰という形ができればと私は思ってお

ります。 

Ｂ委員  わかりました。ありがとうございました。 

座  長  そのほかございますか。 

Ｃ委員  前回の３０日は私は欠席しましたので，私は，名簿にありますのが，

「福島市手をつなぐ親の会」となっております。この会は実は知的障害

者の保護者と関係者の集まりの会です。そうしますと，知的障害の子ど

もの，例えば小規模作業所をつくろうとか，グループホームをつくろう

とか，入所，通所施設をつくろうとすると，だいたい地域で反対が出る

のです。何か変なやつは来てもらいたくない。同じなのだなと思いまし

た。 

 結局，理事会の中で話したことは，周辺の人たちがＯＫと言うならば

それでいいだろう，周辺の同意がとれないうちはそこに施設はつくれな

いということがありますから，それが一番の，会としての意見です。 

 もう１つ，知的障害ですとダウン症などは一見してわかります。ここ

に入っている人は，悪いことをした人だという教え方を子どもたちにし

なくてはならないのかという話があります。わかりますか。あそこにい

る人は悪いことをした人なんだという話を子どもらにしなければなら

ないのかという話があったのです。だから，それはそれで致し方ないだ

ろうということになりますけども。 

 知的障害の施設をつくるときには，今これが一つの問題になっていま

すが，至るところで問題になって，そこでぽしゃるということはいっぱ

いありますので，私どもの会としては，近所の人がいいと言うならそれ

でいいだろうと，それだけの話です。ただ危惧したのが今の１点で，あ

そこに入っている人は悪いことをした人だという位置付けにされるの

4 

 



も気の毒だなということです。 

 あとのほうは理解してもらうしかないですし，あとは周辺の同意だけ

だと思います。こういうものは散々私どもの会の仲間は苦労していま

す。周辺の人が受け入れてくれるかくれないかだけの話です。理解して

もらえるかどうか，その辺は時間をかけて理解してもらうしかないのだ

と思います。 

座  長  よろしいですか。ありがとうございます。 

 そのほかの方で，前回ちょっとお話しされていない方，もしよろしか

ったら発言していただきたいと思うのですが，保護司の方から，もし御

意見ございましたら。 

Ｄ委員 私は直接携わっている者でございます。実際にうちにも犯罪者がもちろ

ん来ます。また，私も自宅にも上がります。アパートとかですね。そう

いうのも踏まえますと，確かに今，Ｂ委員さんとかは，今までのプロセ

スがどうのこうので現在にという話を聞きました。私は，それはそれで

これからですから，それは結構だと思いますが，やはり現状を分かって

ほしいと思います。 

 ということは，ここにある施設を開所する・しないにつきまして，私

たちはやはり，最初は保護司になりたくてなったという方はいないので

す。やはり保護司ということを受け止めて，これはうちにも犯罪者が来

るのかなという非常に強い不安は当時ありました。 

 ただ，来てみますと，やはりいろいろな犯罪を犯した方，私も傷害か

ら性犯罪，覚せい剤，みんなそういった経験をさせていただきましたけ

れども，やはり，その犯罪に至る経緯といいますか，それはやはり各々

みんな持っているのです。 

 それはそれでいいのですけれども，実際にこういった施設は私どもは

本当に願っていたわけです。ということは，この施設のそもそもの成り

立ちといいますか，この施設をこういった施設にしないといけないとい

ったものが，いろいろな再犯事件がありまして，それが，しかも保護観

察期間中のものなのです。それで，やはり皆さん，あの当時は学識経験

者，民間人からの意見も聞いて，やはり国も本気にならないといけない

のではないか，保護司だけに任せておくわけにはいかないということ

で，こういうふうになってきたわけです。 

 それで，そのようなことを踏まえ，先ほど施設長さんが言われたとお

り，私たち保護司は来訪・往訪をします。そうしますと，私たちの範囲

というのは，先ほどのＳＳＴですか，ああいったことは家庭内ではでき

ないわけです。何とか自分の肌で感じたもの，自分の経験談をお話しす

るとか，いろいろな御相談があったときにその範囲でしかできないので

す。 

 ということは，至道会の施設長さんのお話ですと，それだけ一歩レベ

ルの高い指導ができるわけです。こっちの方になれば，なおさらにその

専門官に当たっていただくことができるので，やはり更生させるテクニ
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ックが数段上だと思うのです。その辺のところをまず理解していただき

たい。 

 もう１点は，ここにあると，来るんだなとかということがありますけ

れども，犯罪者というのは，今，刑務所からかなりの数が出ています。

それがみんな潜伏するのです。私も立場上，あそこにも私の対象者がい

るよとか，あの方はここに来るよとか，いろいろな問題が出たときに本

当にここまで出したいのですが，でもそれは私の立場で言えないわけで

す。本当に，今ここに住民の方がおりますが，その隣のアパートにいる

確率というのは非常に高いのです。言えないだけです。 

 だからその辺のところを，だったらこういう施設を稼働させていただ

いて，やはり犯罪率を下げる，それが自分たちの安心・安全を本当の意

味で守れるようになるのではないかというのが，保護司として直接携わ

ってきている者の考えです。 

 以上でございます。 

座  長 分かりました。ありがとうございます。もうお一方，Ｅ委員さん，あ

りましたらお願いします。 

Ｅ委員  今日，至道会のほうを見学させていただいて，初めてああいう場所に

施設があるというので驚きました。お話しした方もいるのですが，うち

も娘が小学校に通っていましたので，森合の，本当に通学路のすぐそば，

高校のすぐそばということで，ちょっと驚きました。あの場所にあって，

後から多分住宅地がいっぱい建ったと思うのですが，周りの方はどう考

えてらっしゃったのかとか，住民の方はどう思ってらっしゃるのかなと

いうのを，ちょっと考えました。 

 ちょうど私の家が中間地点です。至道会さんとこの施設の中間地点に

あるのですけれども，その辺でも近いのですが全然知らなかったという

ことに驚きましたし，私が住んでいて，いろいろな問題があったという

こともお聞きしましたが，私の耳には入ってこなかったのでちょっとわ

からなかったのですが。 

 この施設というのはどこに建てても同じ問題が出てくると思います。

だから，何かこう，安全面とか，意見がＰＴＡでも出たのですが，どう

したら安全になるか，地域が安全であるかとか，そういう問題とかをも

っと考えていったほうが前進するのではないのかなと。どこに建てても

結局同じ問題が出てくると思うので，そこのところをもっと深く掘り下

げていただけたらなと私は思います。 

座  長  施設長さん，今話がありました地域住民との協力体制なのですが，何

か補足して話ができるものはありますか。 

至道会施設長  現在，地域の森合地区に色々な行事等もありますが，そういったこと

には私のほうは率先して行事に参加させてもらっています。当然，案内

も来ますので。あとは，私は今，森合小学校学区の青少年健全育成のほ

うの理事という立場を仰せつかって，いろいろな意味で協力させていた

だいております。そのようなところです。 
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座  長  ありがとうございます。すみません。座長ですが１つだけ質問をいい

でしょうか。 

 施設の件ですが，保護状況というのを見せていただいて，この中で，

仕事で待機という方が８名いらっしゃいます。この方々が心配なのです

が，結局，仕事に就けずに仕事を来るのを待っているような状態なので

すか。 

至道会施設長  全然来ないわけではなく，協力雇用主さんに登録してあるので，それ

で待機，公休という形なのですが，協力雇用主さんの方が忙しければ，

現場で，例えば昨日は２人だったけれども，今日は４人来てくれと言わ

れれば，至道会のほうが補充という形で，毎日人数が違うのです。そう

いった形で，公休といいますか待機の形のときもあるのですが，当然，

仕事がない人は，毎日ハローワーク等に来て求職活動をしませんと，更

生保護施設にいつまでもいられるわけではないので，やはりその先，出

る手段を自分で探さなければいけないということで求職活動をしてお

ります。 

座 長  分かりました。あともう１点，すみません。職のほうが決まってくる

のは，少年から 60 歳まで年齢幅の人数がありますが，やはり若い方々

から先に仕事が決まって，高齢化された方というのはなかなか仕事に就

けないのか，どうなのしょうか。 

至道会施設長  その辺はあまりないようです。ただ，年齢的にいえば，45 以上になっ

てきますと人材派遣はあまり仕事がない状況で，人材派遣からは当然排

除される形です。ですから，一般的に特別援助部門という形でいろいろ

ハローワークさんにもお世話になって仕事を見つけてくるということ

です。 

座 長  分かりました。 

 すみません，私，座長の立場から質問をさせていただきましたが，こ

ういった質問も含めて意見をいただきたいと思います。 

Ｆ委員  Ｆと申します。保護司です。 

 いろいろな考え方があって，恐怖を感じるというのは確かにそうなの

かもしれないのですが，私も実際に担当の，いわゆる仮釈放の人や保護

観察の少年とかをいつも途切れることなく担当しております。 

 恐怖というのは誰でも持っているのだと思います。でも現実には，先

ほどＤ委員さんがおっしゃったとおり，その子がなぜそうなっていった

のかとか，特に若い子であればあるほど，家族に恵まれなかったとか，

生育歴が本当に厳しいものがあったとか，そういうことが随分ありま

す。 

 そこから一つの犯罪になっていって，その後，保護観察という形で実

際に出てきます。少年院から出てきたり，そういうことがあります。そ

のときに，現実に今，福島市内にどのくらいの子どもたちやそういう

方々がいらっしゃるかというと，福島市内に大体 120 名ぐらいの保護司

さんがいて，途切れることなくみんなそういう方々を担当しています。
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 一番大事なことは何かというと，排除するという考え方になってしま

ったら，その人たちはまた再犯するのです。受け入れて，とにかく一所

懸命に話を聞いたり，こうだよ，ああだよ，大丈夫だ，あなたの味方に

もなっているし，あなたに何かあったらちゃんと一緒にやるから大丈夫

だからと，そういうことを保護司さんたちが一生懸命やっているので

す。その中で恐怖というのはあるかもしれませんが，保護司さんの中で

大体担当している人で，福島市内の中心の真ん中の方々はやはり比率が

多くなりますので，中には４人とか５人を一生懸命毎日往訪したり，来

訪したり，行ったり来たりしながら一生懸命やっている人たちがいらっ

しゃいます。 

 ということは，私は例えば南の蓬莱団地のほうですが，みんな担当し

ています。だから，いつもいるのだということです。そういうふうにお

話をすると皆さんびっくりされるかもしれませんが，それは今までそう

いう更生保護とか，少年院とか，刑務所とか，いわゆる逮捕から裁判と

か，そういうものから始まって一連のことが実はどういうふうになって

いるかというようなことが恐らく分からなかったのだと思います。知ら

なかったからびっくりしてしまった。でも，ずっと昔から，今年は更生

保護の 60 周年ですが，ずっとみんなそれを重ねてきたのです。ただ，

人権上の問題とかいろいろありますから，しゃべらないように，守秘義

務は守るようにというようにということで，保護司さんは黙ってずっと

60 年間活動しておりましたから，誰も知らなかったというのは本当だと

思います。 

 お願いなのですが，この施設の一つの大きな大事な部分は，先ほどＤ

委員さんがおっしゃった，保護司ができない部分の高度な一つのテクニ

ックというようなことを一生懸命反映できる新しいスタイルです。それ

からもう一つは，一番大きなことですが，家族に受け入れてもらえない

人がいるのです。保護観察になったとき，私たち保護司が保護観察でき

る状況ができるのは，家族がちゃんと受け入れて，その場所に帰ってき

て，そして家族と保護司，それから観察所も一生懸命できる場合だった

らＯＫなのです。でも，家族からシャットアウトされる人もいます。そ

うすると行き場がない。そのときに，そういう形で，刑務所にしろ，少

年院にしろ，出されるのです。出されたときに，そういう人がいなけれ

ば，受け入れてくれる人がいなければ，保護観察はできませんし不可能

です。さらに怖いことに，いわゆる満期で終わって出てきても，いきな

りそういう形で出されても，助走なしで，練習なしで，もう一回何かや

ろうなんて無理なのです。 

 一番基本なのは人間は食べることと寝ること，あと着ることです。そ

れが少しの間でもここで慣らし運転をしてもらえれば，再犯率が長い目

で見たら絶対に下がるのです。それがなかったらやっぱりどうにもなら

ないことがいっぱいあるのです。 

 だから，私たちのお願いなのですが，そちら側のほうからも考えてい
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ただきたい。それだけは大きな意味合いがあって，１点は保護観察とか

いわゆる矯正，私もこれから刑務所に行って受刑者の方々のお話を聞い

たり，こちらから色々お話をしたりというような形を 12 時半からやら

なければなりませんが，彼らが言うことは，出たら不安なんだと。だか

ら食べることと寝ることと着ることをちゃんとしばらくの間保証して

もらって，その後いろいろ教えてもらうということができれば，最終的

に再犯率が下がって社会に還元できるのです。これは本当に唐突な感じ

の施設に見えるかもしれないのですが，そういう意味で言うとこれが今

一番新しい，これからの日本をある意味でどこかで変えていく一番大事

な施設の形になってくると思います。私はそう確信しています。実際に

地元で保護観察の状況になっても，家と保護司の双方を行ったり来たり

をしながらできる人とか，仮釈放の年配の人もいます。そういう人たち

が救われるという部分があります。そこのところも考えていだだきたい

なと思っています。 

 以上です。 

座 長  ありがとうございます。 

Ａ委員  今のＦさんのおっしゃったことについて，ちょっと私の感じているこ

とを申し上げたいのですが，恐怖の問題でいろいろおっしゃましたが，

保護司さんの立場で，その対象者と相対する場合，これは何の恐怖もな

いと思います。というのは，保護司という一つの立場で相手と接してい

る。そして，この人はどういうことをしてきて，どういうふうな性格の

人かということをわかって相対しておりますから，お話しする中におい

てもそういった考慮がなされております。ですからお互いに，例えば極

端な場合，激高して口論になったり，暴力沙汰になったりということは

ないかと思います。 

 ただし，その人がそういう人だということを一般の人は知らないので

す。特にこの地区ですと学校が多い。高校生，中学生，小学生というも

のは，相手に対してどういう態度で接するかということはもちろんわか

りません。そして，その人がどういう人かわかりません。ですから何か

の弾みといいますか，何かの機会で，ふとその人と会って何か話をした

ときに，その相手が非常に傷つくような言葉を発するかもしれない。そ

ういう状況になった場合，その人が一生懸命更生しようと思ってやって

いたにもかかわらず，そういった一言によって，その人が激変するとい

うことだってあり得るわけです。それが怖いのです。ですから，学校の

こういう不特定多数といいますか，分からない子どもたちが非常にそう

いう人たちと遭遇する機会の多い場所で，そういうことはやるべきでな

いという結論にもなるわけです。 

 保護司さんたちは，自分の立場で言うと何も怖いことはありませんよ

とおっしゃる。保護観察の方も，全然怖いと思ったことはないとか，何

回もこんなことを言うと，またＡはあんなこと言ってると言われますけ

れども，そういう人たちがうようよしている。その，うようよしている
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人たちがどういう人なのか分かっていれば問題ないのですが，あの人が

どういう人かということが分からないから怖いのです。そういう怖さと

いうのがあるのです。だから，そういう面で怖さというのは立場によっ

て違うということが一つです。 

 長くなりますから止めておきますが，そういうことで怖さについてで

す。 

Ｇ委員  私たちも，この更生保護の考え，そして，国の新しいトライというの

は全く反対することではなくて，国全体ということを考えてみた場合

は，やはり，その再犯率というのはものすごく下がる新たな取り組みと

して非常に立派な大切なことだし，これから我々も取り組んでいかない

といけないことだと思いますけれども，まず一番最初に考えないといけ

ないことは，そういう大事なことは，やはり住民同意，そして，この辺

には学校，高校でも中学校でもものすごく多いですから，そういった大

事な施設でものすごく大切な施設だったら，今，Ｃ委員からも，地域の

人たちの同意が大切だ，そういうものをつくらなければならないという

話がありましたけれども，一番根本にある大事な部分をどうして除いて

しまったのか，そこがすごく残念でたまりません。それがあれば，我々

も何か協力することがあったのではないかなと。場所選定から含めて，

すべて，こういうところだったらいいねと。ただ，今の現状を考えた場

合に非常に残念なのは，ここに建った後に，これを何とかして運用する

ための話し合いになることだけは避けてほしいということを一番考え

ます。 

 それから，国全体，それから再犯率という問題を考えた場合には，国

全体で考えれば減るかもしれませんけれども，ここ福島と考えた場合，

どうでしょうか。やはり，福島という小さい地域にはもう既に刑務所も

あります。そして至道会というのが 60 年間も更生保護に頑張っていた

だいて，色々なことをやっています。いろいろ御協力いただいて再犯率

を下げるような活動をしていただいていると思いますけれども，そこで

もなかなか受け入れづらいなというものを，この文教地区の森合でやる

ということのリスクというのはちょっと怖いなと。この考え方はものす

ごく大事だということは僕自身はよく理解しているつもりなのですが，

この周りの道路を通っても，高校生たちが，朝も夕方もものすごく通い

ます。それだけではなく，練習などでもこの辺を走ったりする女子高校

生などを見ると，やはり，ここはこのまま安全な学芸地域であってほし

いなと思うと，更生保護のために新しい施設をつくることはすごく大事

なことだと思います。それは賛成したいと思いますけれども，その予定

の建物がどうしてここに建ってしまっているのか，それがすごく残念で

たまらない。そこを考えると，今一度，この建物はなかったという形の

ことを考えて，やはり，この更生保護，再犯率のためにこういった施設

をつくりましょうということを考えていかなければいけないのではな

いか。ここにもう建ってしまったから，ここを使ってやろうよというの
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は，更生保護はとても大事で，すごく大事なことで，やらなければいけ

ないことだと思いますけれども，ここに建ってしまったのだからここを

使おうよということだけは危険な発想だと非常に思います。 

座  長  ありがとうございました。 

 もうお一方，育成会の立場から，Ｈ委員さん，一言もしありましたら。

Ｈ委員  私は団体というよりも個人的に話したいと思います。 

 とういうのは，実は私は最初にこういうものを知らなくて，私は五十

辺地区といって，岡部のちょっと手前の周辺に住んでいる者ですが，こ

の施設を知ったというのは去年の新聞で聞いただけで，わからない点が

結構あったもので，何回かここへ足を運んで保護観察の方々にいろいろ

聞いた結果，こういう施設なら別に僕は個人的に問題はないのではない

かという，最初はそういう安易な考えでした。 

 前回の話し合いで聞くと，もう建物が建った時点，建つ以前の問題か

らこの問題があって，どうしたらいいのだろうといっても，今も委員の

方が言っていましたけれども，もう建ってしまったから運用しなくては

いけないとかそういう問題ではなくて，もう建ったのだから福島を発信

するような感じでやるようにしたらいいのではないかというふうに，き

ょう至道会の施設を見たりしたら，ここだったら別にああやって住宅が

すぐ目の前にもある，ここの場合はすぐ目の前といっても，学校がすぐ

そこにあるとか何とかということもあるのですけれども，花見山ではな

く……，忘れてしまいましたが，とにかく，ここなら観察所もすぐそば

で，安心・安全はここしかないのではないかと。というのは，選定場所

をこれから選んだって，結局はそういう問題で絶対にだめになるのでは

ないかと，つくること自体が反対みたいになってしまっているから，こ

れは作ったら，ここを拠点にして全国に発信するような考えを持ったほ

うがいいのではないかという，これは個人的な考えですが，そのように

思いました。 

座  長 ありがとうございました。 

Ｉ委員  今いろいろ御意見を伺いまして，保護司の皆さんのお立場も非常によ

く私たちに説明していただいてありがたいと思います。 

 ただ，若干，今の話を少しミックスされているのではないかと。今ま

でのお働き，今までの流れと，ここで新しい自立更生促進センターをつ

くるという今のテーマ，これがミックスしてしまったのではないかと。

 Ｆ委員もおっしゃっていましたように，今までの保護司の方たちの範

囲ではできないことを国がやってくださろうとしていると，私もそう思

います。この間も申し上げましたけれども，有識者会議の報告書，あれ

もそれが指摘されているのです。それによってどこかにつくらないとい

けない。ただ，これはどういう人たちかというと，今まで，今回見学さ

せていただいた至道会でずっとやっていただいた，そういう方たちが対

象ではなく，先ほど，受け入れられない，家族のもとに帰れないという

話もありましたけれども，それはなぜかというと，先ほど出てきたよう
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に，薬物，性犯罪，暴力，そういうふうに民間ではなかなか処理し切れ

ない，特別のケアをして差し上げないとなかなか社会復帰できない人た

ちを対象に，そういうパイロット施設を国として全国に何カ所かつくっ

ていこうと，そういうことでしたね。 

 ですから，パイロット施設というのは，どこもまだ経験がないのです。

ですから，どれだけのリスクがあるか，しかも，周りの子どもたちにど

れだけのリスクがあるかというとは，経験がまだ，国としても，どこも

まだないわけです。しかし，これはやらなければならない。 

 おっしゃるとおり，今までの方たちがそういう施設を経由して，社会

に復帰した場合の犯罪率は６割前後から４割前後まで下がるというデ

ータが今まであるというのは我々も認識しております。ですから，おっ

しゃるとおり全国レベルから見たら，下がるということを期待してやる

のだと思いますけれども，では，今まで対象にならなかった人に対して，

こういうことをやったらどれだけ犯罪率が下がるかということもこれ

からなのです。 

 ですから，そういうパイロット施設を私はやるべきだと思うし，どこ

かにつくっていって，しっかりとこれが成功できるかどうか見極めなが

ら，また，この間の有識者会議の報告書にありますように，建物のハー

ドだけではなくて，その中で働く保護観察官の方たち，もしくは保護司

の方たちもお手伝いされるのかもしれませんが，そういう方たちの教育

も含めて，しっかりとソフト・ハード両面でやっていかないと成功しま

せんよと書いてあるのです。 

 ですから，そういうレベルだと思うのです。それを，この，本当に学

校群，学校がたくさんある地域，子どもたちもたくさんいる，幼稚園生

までいます。そこでスタートするのが本当にいいのかどうか，私はどう

してもそう思えないのです。 

 ですから，それはやはり国としてもう一回，しっかり白紙撤回して考

えていただいて，どこがベストかということをもう一回考えて，本当に

最初から住民の方たちの理解も得ながら再スタートすべきだなと思い

ます。 

座 長  ありがとうございました。時間も押しておりますので，もうお一方，

発言される方。Ｊ委員さん。 

Ｊ委員  今，この施設に入ると地域が危険だという話ですが，私はそれはどう

かなと思います。これは，刑務所から生のものが出てくるわけではない

でしょう。ある程度の刑期をおいて，更生の見込みが強い，これは優秀

な人だから早めに社会に復帰できるように，自立更生できるようにとい

うことで，この施設に受け入れていく。そして，社会訓練をして，終わ

ったら，一般的な家庭に入れるような施設ということでしょう。再犯率

は０．６だと，ですからここで大暴れするような人が来るわけではない

のです。その辺は私は理解してほしいと思います。 

 これは，この間の 17 日のＮＨＫの深夜放送で，18 日の午前１時から

12 

 



やったのですが，南谷恵子さんという方が，今，フランスでジャルダン

コガーニという運動が大変展開されている。スイスのジュネーブで生ま

れた，いわゆる弱者救済の更生施設ということだそうですが，それはフ

ランスのヘンケルさんという方が聞いて，更生施設として，犯罪として

も軽微な方を刑務所に入れて，勝ち組負け組として区別するのではな

く，社会の中で更生できるようにサポートすべきではないかと。そうい

うことで大変実績が上がったそうです。今，ヨーロッパでこういうこと

が広がりつつあるのだそうです。 

 そういうことを考えてみると，今言われたパイロット事業としていか

がなものかということではなく，では，福島でそういうのを始めてみて

はどうかと。この施設のあるところでは，高校でも進学でも有名な高校

だそうですが，そこでも学校の授業として，そういう社会の慈善事業を

どういうふうにして進めたら効果的かというようなことで，講義を設け

て大変いい話に進んでいるのだそうです。 

 だから，最初から人殺しやったとか，放火したという人がここに入る

のではなく，刑期をある程度務めて，更生の道がありそうだという判断

をされた人が，刑期満了の前に仮釈放されるわけでしょう。それで，そ

れが社会訓練をして一般家庭に入るというわけでしょう。ですから，私

はそれほど神経質に，この風紀が乱れるという心配はないのではないか

と思います。 

 一言それだけです。 

座  長  ありがとうございました。時間になりましたので，この辺ですみませ

ん。 

Ｃ委員  私，先ほど地域から受け入れてもらわないとだめだという話をしまし

たが，知的障害の施設はそこに知的な障害者が集まってくるという周辺

の嫌悪感なのです。この人たちは恐怖感です。 

 私たちから見れば，あそこに悪いことした人がいるのだから，いわば

監視の目が届くから一番いいのではないか，その辺にいるよりは，とい

う人よりはいいのではないかという話です。でも，入る人にとっては，

ある程度人権侵害です。犯罪者だというレッテルを背負って入ってくる

ようになりますから。だから，ここに来る以上は，その人たちだって，

そのレッテルを背負わなければいけないので，まさか恐怖感を周りに与

えるというようなあれにはならないと思います。 

Ｊ委員  そうですよね。社会としても，いわゆるグループホームだって，社会

の中でみんな高齢者を支えましょうという思想のもとにやっているの

だから，心身障害者の施設，授産施設だって，それがそこにできたから

悪いことをやるという話ではないのですね。 

 何でもかんでも過剰になり，割り切って一刀両断で，そしてこれはだ

めだ，そしてこれはこっちだというふうな話では社会はやっぱり成り立

っていかない。これは犯罪者でも，５年とか３年とか刑期を満了すれば，

うちの中に入るというか町の中で生活するわけですから，その人のこと
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をどうしようかといっても，それはできないわけです。だから，一緒く

たに犯罪，前科を持ったから悪いというふうにして区別するのはいかが

なものかと思う。 

Ｉ委員  我々決してそういうふうには思っていません。 

Ａ委員  誰も思っていないでしょう。 

座  長  最後に，では，Ｂ委員さんから。 

Ｂ委員  最後に申し訳ないです。取りをいただいてしまってすみません。 

 Ｊ委員さん，Ｆ委員さんが言っていることは非常によくわかります。

ただ，何度も申し上げておりますとおり，我々の言っていることは更生

保護自体に反対だとか，この新しい国の試みがよくないとか，そういっ

たことを言っているわけではなくて，住民として，住民がこういった事

業を受け入れていくには，住民の教育というのは全くまだ，申し訳ない

のですができていない状態で，犯罪者というのがどういった経緯で刑務

所に入るのか，どういった経緯で出てくるのかというのも，我々がこう

いった活動に関わらない限りは分からなかったような状態です。 

 ただ，現実を見つめると，そういった人たちが９割以上だと思うので

す。住民の人たちは，そのことが分からない。わからなければどうして

も恐怖感というのはぬぐえないというのは実情だと思うのです。申し訳

ないけれども。 

 非常に保護司の方たちとか，そちらの更生保護に関わっている人たち

から見ると歯がゆい現状だと思うのですけれども，どうしてもそれが現

実になってしまって，恐怖感があるというのは，やはり現実だと思うの

です。 

 その現実を踏まえて，どうやったらこういった施設を全国につくって

いけるのか，どうやったらこれが成功するのか，どうやったら，更生保

護自体の促進になっていくのかということを，やはり考える上では，僕

はやはり場所というのは重要なのではないかと思います。多くの人たち

が，ここはまずいだろうという場所もあれば，多くの人たちが認めると

いう場所もあれば，それは非常にいろいろ重要な項目がある中で，場所

というのはキーポイントではないかと思います。 

 不運にも，この施設のことについて述べますと，周りの住民の人が全

然知らないような状態で，寝耳に水で建ってしまって，後から，建てて

しまったから受け入れてくださいというようなプロセスになってしま

ったので，余計によくないということなのです。 

 非常に，何をやるにしてもそうだけれども，いいことなのだけれども

認められていない，あるいはみんなそのことについてよく知らないとい

うことをやりたい場合は，バランスがものすごい重要で，いいことだか

らどこで何をやってもいいという考えで，あるいは周りの人たちの考え

を聞かないでやってしまうと絶対に失敗してしまうと思います。 

 そうではなくて，全国的な更生保護の成功というのを目指すのであれ

ば，やはり住民と前々から何度も対話して，できれば候補地というのを
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ものすごいたくさん挙げた中で，どこでやれば一番現実的に成功するの

かというのを見極めた上で選定するべきだったのではないかと思いま

す。そうしたら，言ってみれば，ものすごく住民が繊細になるような場

所に建つこともなく，うまくいったのではないかというのが僕の意見

で，それが我々の言っているいわば改善策というか，そういったつもり

で申し上げているという部分があるのです。 

 更生保護は促進していかなければいけないということは，本当に我々

は十分わかっているし，言ってみれば，先ほども申し上げましたとおり，

この活動に関係していると余計そういったことが見えてくるので，そこ

は本当に重々理解している。 

 ただ，本当にこの場所で行う，強行するというと変ですが，９万も反

対署名が集まっている中で，やはり，一回言ってしまったからここでや

りますというのがいいのか，それとも，いったんここで白紙に戻して，

白紙というと誤解はありますけれども，ここはとりあえず，ここの場所

ということをいったんゼロに戻して考えて，では福島でやるのならどこ

がいいのか，あるいは，こういった事業は非常に重要なのだけれども，

全国で考えてどこの場所でやれば成功するのか，そういったような話し

方をしていくと，逆にこの早くこの話がどんどん進んで，更生保護にと

って最終的には大きなプラスになるのではないかなと思うのです。 

 僕は，ここでこう，更生保護自体に賛成だという方たちと，いや，学

校の密集地でこれをやるのはまずいのではないかという人たちの，この

かみ合わない議論が何回も何回も行われるということに非常に無駄を

感じます。そうではなくて，ゼロに戻して，建ててしまったからではな

くて，実際にこういったものが必要だということはみんなも言っている

わけですから。では，どこにあったらいいのか，どこだったら成功する

のか，どうしたら成功するのかという話に持っていけば，そこから先は

なるべく本当に早いスピードで更生保護が促進されていくのではない

かというふうに，僕自体は思います。 

 以上でございます。 

座  長  ありがとうございました。 

Ｈ委員  ちょっといいですか。今の意見にちょっとあれですが，場所が一番問

題になっているわけでしょう。場所。場所はどこに行ったってこういう

問題は絶対起きる。だからもう，こういうふうにできてしまったのだか

ら，賛成するわけではないのですが，これを稼働するような，なるべく

みんなで協力し合って，人間は本当に言ったら悪いけど，生まれてくる

時から悪いことをするように生まれてくるわけではないのだし。どこか

で歯車が狂ってこういうふうになってしまったのだから，我々も見守っ

てやろうという，少し角度を変えてもらえないかなという面を，私，持

ってもらいたいなというのもあります。 

Ａ委員  それはみんなが賛成してるのですよ。 

Ｋ委員  ただ，ここばかりの問題ではないのです。 
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Ｇ委員  場所の問題といって，また場所が変わってくるかもしれませんけれど

も，福岡の事件と，場所の候補と，北九州は別の問題だと言うかもしれ

ませんけれども，福岡では反対されたけれども，北九州ではうまくいっ

たということもあるので，場所は絶対だめだと考えると，結局暗中模索

でどこになるかわからなくなってしまうので，やはりそこも含めて考え

ましょうというほうがいいかと。 

Ｃ委員  知的障害の入所施設で都外施設というのがあるのです。東京都の中の

人たちが自分のそばに障害者を置きたくない，ほかの県の山奥に施設を

つくってそこに入れる。親は会いに来ない。結局，自分のそばにいたく

ないからほかに移せというだけの話なのです。だから，それをやってい

たら，全然，悪い意味では人権侵害ではないですか。 

Ｇ委員  逆のことを言うと，やはり一度犯罪を犯した方も守らないといけない

のですが，そういった方の人権も大事ですが，一度も犯罪を犯さなくて，

まじめに暮らしている子どもたち，特に弱者でも女性の高校生とか中学

生などがその犠牲になってもいけないということも，やはり一緒に考え

ていただく問題がここにあるということです。障害者の問題とはまた別

の問題がここにあるということをわかっていただきたいと思います。 

Ｃ委員  刑を終えて，刑務所から出てきた人は，どこに住もうと勝手な話なの

ですね。そうしますと，そういう人たちには周りには結構いるのです。

ただ近所の人が，刑務所から出て来た人だと知っている人と知らない人

といろいろありますけれども，早い話がここに入る人は，ある意味では，

先ほど言ったように背中に旗印を立ててくるようなものですから，ここ

に入る人自体が果たしてそういう方面に再犯とか何かをしようとする

気を起こすかどうかというのがあります。私らの感覚からすれば，気の

毒に，ここに入ってと，気の毒に，看板立てるようなものだなという。

Ｇ委員  ただ，ここで扱うのは再犯事案の高い人たちが扱うということが現実

的ですから，そこも考えていただきたいということです。再犯が非常に

高いという事例を，新しく国がモデルケースでパイロット事業としてや

るということも，やはり御理解いただきたいと思います。 

Ｃ委員  よろしいです。何でもいいです。結局，嫌われる施設はどこかに行け

ということです。 

座  長  それでは時間ですので，ここで副座長さんのほうからまとめていただ

きます。 

副座長  その前に１つだけ，ハードも大事だけどもソフトも大事だというお話

があったので，犯罪者処遇の専門家として，最大限，ソフトの面，処遇

プログラムの確立と運用について国内外の実践を研究しておりますの

で，最大限の協力はさせていただきたいと思います。 

 今お話があって，繰り返しになりますけれども，目的のところは異論

はないところです。もう一つ，こじれているところの最大の問題は，透

明性について，説明が不十分，よくなかったということです。ですから，

今後の問題として，その透明性，この会議もこういう形でオープンにな
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っているというのは一つの透明性でしょうが，プライバシーの問題があ

るわけで，そのぎりぎりのところで，どういう形で，何よりもその不安

というのは知らないことだという御意見もあったように，それは知らさ

れない，情報がないということが原因だと思います。ただ反面，そのプ

ライバシー，人権がある。その中のぎりぎりのところでどういう形で情

報・透明性を確保していくかということが議論の中心なのかなと思いま

す。 

 もう一つは，福島で議論しているわけで，やはり「福島の」というこ

とを考えないと福島で議論している意味がないので，「国が」というこ

とを，いくらここで議論していてもしょうがないのかなと，皆さんおっ

しゃっているとおりだと思います。 

 どういう形で，福島の役に立つ，私もこういう犯罪を専門にやってい

ると，福島も高齢者の犯罪，それから障害を持った方の犯罪というもの

は，全国に決して劣らない数があって，我が福島においても，そういう

方々の触法の問題，犯罪の問題，刑務所に入っている問題，そういう方

が，先ほどお話があったように問題を抱えているわけです。御家庭で引

き受けられない。それから仕事がないと，こういう民間の更生保護施設

へ入れないわけで，障害を持ったり高齢者の方だと仕事に就きにくいわ

けなので，そういう方々の引き受け場所がない。そういう福島の方がい

っぱいいらっしゃる。そういう現実があるので，何かしら福島の役に立

たなければ福島で議論している意味がないのかなと，そういうふうに思

っています。 

 皆さん方から，そろそろ前向きの議論をしなければいけないというお

話が出ておりましたので，その辺を今後考えていかないといけないのか

なと思います。 

座  長  ありがとうございました。今まとめていただきました。次回の日程を

皆さんに調整していただきたいのですが，その前に一つだけ私のほうか

ら提案したいと思います。 

 保護観察所にセッティングしていただいて懇談会を開いているので

すが，皆さん，構えて来られる方がほとんどだと思います。そうであれ

ば，一回保護観察所さんは抜きにして，委員の方たち，もしくは保護司

の皆さん，もう少し多くの方，あと合同会の皆さんももう少し多くの方，

ＰＴＡ関係の保護者関係の方ももう少し人数を増やして，１回リラック

スをして話をする場を設けてみてはいかがかと思うのですが，いかがで

しょうか。 

Ｋ委員  あまり短過ぎて意見が述べられないようではしょうがないから，ざっ

くばらんにできるようなことで設定して，いい方向に持っていかない

と，何遍これをやっても恐らく無駄だと思います。 

 だから，今度集まるには，ちゃんとした意見を持って，至道会のほう

も，私も何十年もあそこの近くに住んでおりますけれども，何か大きい

問題が起きたということは一度もないのです。ここもやってみなければ
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分からないのですが，ただ，どういう方なのか，民間で受け入れられな

い，国のすることで専門以外のものはできないというような話になって

いるわけですから，やはりそういった面で，どんな人が結局入るのかと

いうのを正直に，一でも二でも三でもいいですから，そのような形でこ

ういうものだということを言って，御理解をいただいてもらった上で，

今度判断してもらえば一番いいのではないでしょうか。 

 特に，Ｇさんのほうから話が出ましたけれども，昔の学生と全く違い

ますからね，今。とにかく，肩がぶつかっただけでも「このやろう」と

いうような子どもたちが非常に多いのです。私も交通安全のほうから立

哨していますと，「傘差しなよ」というと「ふざけんな，この」という

子どもたちが往々にして多いのです。特にやはり，こういう施設ができ

るようになれば，必ずしもそういう人ばかりではないと思うのですよ

ね。中にはやはり人間ですから，何もなくてもやはりキレる人はいるわ

けです。それが私たちには恐ろしいのです。そういう面でやはり，そう

いったものを話し合いまして，政府も私たちも一致団結して協力してい

かなければならないのではないか。 

 この施設そのものには私たちは反対するわけではないし，ただ問題は

場所的な問題です。今言ったように，場所をどこに持っていくかという

ことなのですが，場所そのものも，どこに持っていってもやっぱりこう

いう問題は出てくると思います。だから，そういった面でやはり，罪人

だからというわけではないのですが，やはり私たちからもだんだんとそ

ういった面で変わっていかなければならないのではないかと思います。

座  長  話がちょっとずれてまいりました。私が提案した，別に皆さんで打ち

解けて心の奥底で話せるようなスペース，時間というものを設けたほう

がいいのではないかと。 

Ｃ委員  結局，ここだとちょっと緊張するということでしょう。 

座  長  そうです，はい。 

Ｋ委員  別にここだって構わないんじゃないの。貸してもらえれば。 

座  長  予定ですと，あと３回あります。そこでまとめられるかどうかという

ことも含めて，できればちょっと皆さんとリラックスして話すスペース

があったほうがいいのか，いかがですか。特別要らないですか。 

Ａ委員  いや，あったほうがいいと思いますよ。法務省を除いてやるのでしょ

う。いいと思います。 

座  長  皆さんいかがでしょうか。 

Ｋ委員  よろしいですけども，回数が少ないのではないか。 

Ｂ委員  時間的な問題も，やはり，今話し合った中で，多分皆さんの考えの半

分も出てないと思うのです。僕自体もいろいろ，多分こっちの施設の内

容と，今日至道会を見せていただいて非常に頑張っていらっしゃるなと

思ったのですが，でも，もともと問題なのは，この至道会というのと全

く違うことをやるというところから問題が始まっているという部分が
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ありますので，その辺もよく，こちらのほうで持っている情報，あとは

そちらの情報も交換させていただいて，よく話し合って，場所の件も含

めて，それがどうなのかということも含めて，全部ざっくばらんに話し

合える機会が長めに取れれば一番いいのではないかと思います。 

座  長  では，それにつきましては次回に改めて調整したいと思います。次回

の日程等をお願いします。 

Ｉ委員 ５回までやって結論を出す場ではないですよね。 

座  長  違います。 

Ｉ委員  それはよろしいですね。そのあたり誤解すると，ここで結論を出さな

いといけないということになると，ますますみんな緊張しますから。 

座  長  そういうことはございません。 

 


